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マイナ保険証がない方へ「資格確認書」を送付します

被保険者証は１２月2日から使えません
－　医療機関受診にはマイナ保険証が必要です－

日本電子健康保険組合
健保ＨＰアドレス　https://www.jeol-kenpo.com/

資格確認書について

現在お持ちの健保組合が発行した被保険者証は令和７年１２月１日をもって使用不可となります。
被保険者証が使用不可となる前までに、下記の現状に合わせたお手続きが必要です。

現状１ マイナンバーカードを作成していない方

①マイナンバーカードを作成して下さい。（発行元は市区町村）
②マイナンバーカードを受け取り後、マイナ保険証登録を実施して下さい。（下記「現状2」を参照して下さい）
※お子様の分は、夏休み前に申請をして、夏休みに受け取りに行くなどの配慮をして下さい。

現状２ マイナンバーカードは作成したが、マイナ保険証として登録がまだの方

ご自身で設定が必要です。設定は簡単です。別紙リーフレットをご参照頂き、８月中に実施して下さい。

現状３ マイナンバーカードの電子証明の有効期限が切れた方

マイナンバーカードの電子証明の有効期限は５年間です。有効期限が切れますとマイナ保険証として利用でき
なくなります。 更新のお手続きはお住まいの市区町村窓口になります。

上記の各お手続きが完了していない方は、マイナ保険証の利用ができないため下記の通り「資格確認書」を発行し
ます。

次の対象者に該当する人へ１２月１日までに会社を通して「資格確認書」を送付します。
「資格確認書」は、様式はA4紙、有効期限は３年です。

【一斉発行対象者】
・ マイナンバーカードを取得していない方 （駐在員含む）
・ 健康保険利用登録を行っていない方
・ マイナンバーカードの電子証明の有効期限切れの方
・ マイナンバーカードを返納した方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方

資格確認書発行対象者は９月頃の状

況で抽出し、１１月中旬に配布する予

定です。

資格確認書は今までの被保険者証の代わりになるものですが、マイナ保険証がない人に発行をします。
マイナンバーカード発行は通常１か月程度かかるようですが、お子さん誕生の際は１週間ほどで発行されますの
で、資格確認書は発行しません。
また有効期限のある資格確認書は、退職や、家族減少の際、またマイナ保険証の利用が可能になった場合に
は、会社を通して返却をしてください。基本的な運用は被保険者証と同様になります。



■個人番号は会社へ速やかにご提出を

■今まで通り健保への届け出は各種申請書にて手続きは必要

■「健保記号番号」は今後も使用　　加入状況や番号確認はマイナポータルにて

　
　

「JEOLポータル」登録依頼

上記の本登録がお済になりましたら
スマホや個人PCでも確認ができるように
２つのメールアドレスの登録がお奨めです。

① ログイン後 右下の「プロフィール設定」を開く
② 2つ目のメールアドレスを登録
③ 上記②へ届いたメールのＵＲＬを開くと登録完了
※必ず③まで実施をしてください

新規登録時の画面注意点
①下の紺色の「新規利用登録」をクリック
②メールアドレスを登録
③メールに、届いたURLを開く
④配布した仮ログインID・パスワードを入力

最初の登録時ここに入力

しない

JEOLポータルで
「資格情報のお知らせ」
「その他ご本人が希望した証明書」なども送付
します。（ペーパレス化）

入社時や家族が増加した際には、個人番号を会社に速やかにご提出ください。

健保組合へのお手続きは今まで通り会社を通じて書類での提出が必要です。
ご本人の住所変更、氏名変更があった場合や、家族の就職、子供の出生など被扶養者の追加削除を要する
場合は、これまでで通り各種申請書でお手続きを実施して下さい。

健保記号番号は、今後も個人識別に必要です。
健保組合への各種申請や申し込みも、健保記号番号が必要です。
ご自身の記号番号はスマホ「マイナポータル」アプリで確認できます。

マイナポータルアプリQRコード

医療費を確認できるJEOLポータルの登録はお済でしょうか。
JEOLポータルは個人PCやスマホからも閲覧できる健保組合運営のポータルサイトです。
令和７年８月から「資格情報のお知らせ」の送付もこのサイトを利用します。（封書による送付を廃止）

「仮ID・PW」は令和６年１月一斉送付しています。その後加入した方は入社後に封書で送付しています。
また、ID・PWは当健保に加入している間（再雇用などで記号番号が変わっても）は、そのまま引き続き利用でき
ます。 ID・PWが不明な方は健保組合へご連絡ください。
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